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伊達地方消防組合規則第１号 

伊達地方消防組合財務規則の一部を改正する規則 

伊達地方消防組合財務規則（令和４年伊達地方消防組合規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第60条第２項前段中「押印」を削り、同項中「あり、かつ、職務上に係るものについて

は職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。」を「なければならな

い。」に改める。 

第116条中「帳簿書類」の次に「（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を

含む。）」を加える。 

第215条に次の１項を加える。 

４ 第２項の規定は、財務会計システムに検査日を登録することで同項に規定する検収印

の押印に代えることができる。 

第216条第２項中「前条第２項」の次に「又は第４項」を加え、同条第３項に後段とし

て次のように加える。 

（前条第４項に規定する財務会計システムによる検査日の登録を除く。） 

第253条中「請求書、見積書、」を削る。 

様式第19号中「 



 

」を「 

 

」に改める。 

様式第21号中「 



 

」を「 

 

」に改める。 

様式第22号中「 



 

 

 

」を「 



 

 

 

」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


